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平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
三
十
五
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決

　
平
成
十
八
年
第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
は
三
月
一
日
に
招
集
さ
れ
、
三
月
二
十
三
日
ま
で
の
二
十
三
日
間
の
会
期
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
本
定
例
会
で
は
、
総
額
二
五
六
億
五
、
四
三
二
万
八
千
円
の
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
三
十
五
議
案
が
提
出
さ

れ
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
員
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
可
決
し
た
ほ
か
、
陳
情
・
要
望
が
三
件
提
出
さ
れ
、
所
管
の
常
任
委
員
会
へ
送
付

し
ま
し
た
。

3月定例会
　
条
例
の
制
定
　
　
　
　
７
件

▽
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公

　
表
に
関
す
る
条
例
　
　[

原
案
可
決]

　
　
人
事
行
政
に
お
け
る
公
正
性
及

　
び
透
明
性
の
一
層
の
確
保
を
図
る

　
た
め
、
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に

　
基
づ
き
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の

　
状
況
の
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項

　
を
定
め
る
も
の
。

▽
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す

　
る
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、

　
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
等
か
ら

　
本
市
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
に
対
し

　
て
支
給
す
る
災
害
派
遣
手
当
等
に

　
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

▽
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協

　
議
会
条
例
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
介
護
保
険
事
業
に
お
け
る
地
域

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
運

　
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

　
て
審
議
し
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
公

　
正
性
及
び
中
立
性
を
確
保
し
、
そ

　
の
円
滑
か
つ
適
正
な
運
営
を
図
る

　
た
め
、
春
日
市
地
域
包
括
支
援
セ

　
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る

　
も
の
。

▽
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員 
  

　
会
条
例
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
介
護
保
険
事
業
に
お
け
る
地
域

　
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
に
関
し

　
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、

　
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
な
運
営
の

　
確
保
に
資
す
る
た
め
、
春
日
市
地

　
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会

　
を
設
置
す
る
も
の
。

▽
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
の
駐 

　
車
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
道
路
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

　
市
が
道
路
の
附
属
物
と
し
て
設
置

　
す
る
自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金

　
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

　
め
、
Ｊ
Ｒ
春
日
駅
前
駐
車
場
に
つ

　
い
て
、
そ
の
利
用
の
効
率
化
を
図

　
る
た
め
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る

　
も
の
。

▽
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対

　
処
事
態
対
策
本
部
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

　
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

　
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
春

　
日
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
春

　
日
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
に

　
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

▽
国
民
保
護
協
議
会
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

　
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

　
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
春
日

　
市
国
民
保
護
協
議
会
の
組
織
及
び

　
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

　
る
も
の
。

　
条
例
の
改
正
　
　
　
　
９
件

▽
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
国
家
公
務
員
の
給
与
構
造
の
改

　
革
に
か
ん
が
み
、
本
市
の
一
般
職

　
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
こ
れ

　
に
準
じ
て
改
定
を
行
う
も
の
。

▽
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の

　
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
教
育

　
長
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
に
関
す

　
る
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に

　
併
せ
て
、
常
勤
の
特
別
職
の
職
員

　
及
び
教
育
長
の
給
与
を
改
定
す
る

　
も
の
。

▽
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

　
例
等
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に

　
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
、
所

　
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

　
伴
い
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

　
の
支
給
要
件
の
特
例
を
設
け
る
と

　
と
も
に
、
関
係
法
律
の
一
部
改
正

　
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図

　
る
も
の
。

▽
空
き
缶
等
の
散
乱
防
止
及
び
そ
の

　
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
空
き
缶
等
の
散
乱
防
止
及
び
そ

　
の
再
資
源
化
に
共
同
で
取
り
組
ん

　
で
い
る
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推

　
進
協
議
会
を
構
成
す
る
団
体
が
変

　
更
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要

　
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
都
市
公
園
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
整
理
池
緑
地
の
区
域
を
白
水
小

　
学
校
の
敷
地
内
の
緑
地
と
一
体
的

　
に
管
理
す
る
た
め
、
整
理
池
緑
地

　
を
春
日
市
都
市
公
園
条
例
か
ら
削

　
除
し
、
ま
た
春
日
市
平
田
台
土
地

　
区
画
整
理
事
業
に
伴
い
市
に
帰
属

　
し
た
施
設
を
、
平
田
台
緑
地
と
し

　
て
管
理
す
る
も
の
。

▽
市
営
住
宅
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
が

　
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要

　
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

　
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
春
日
市
国
民
保
護
協
議
会
等
の

　
設
置
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
附
属
機

　
関
に
属
す
る
委
員
の
報
酬
額
を
定

　
め
る
と
と
も
に
、
春
日
市
在
宅
介

　
護
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の

　
廃
止
に
伴
い
、
同
協
議
会
委
員
の

　
報
酬
額
を
削
除
す
る
も
の
。

▽
介
護
保
険
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十

　
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
介
護
保

　
険
給
付
に
対
応
す
る
た
め
、
第
一

　
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
額
を
改

　
定
す
る
と
と
も
に
、
介
護
保
険
法

　
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
規

　
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

　
　
補 

正 

予 

算
　
　
　 

７
件

▽
平
成
十
七
年
度
一
般
会
計(

第

　
五
号)

　
　
　
　
　  [

原
案
可
決]

　[

減
額] 

　

　
　
　
一
億
四
、
七
八
一
万
八
千
円

　[

総
額]

　
二
八
七
億
四
、
三
一
七
万
二
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
国
民
健
康
保
険
事

　
業
特
別
会
計
（
第
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

増
額]

　
　
　
　
　
四
、
二
一
八
万
四
千
円

　[

総
額]

　
　
八
五
億
〇
、
九
二
八
万
六
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
老
人
保
健
医
療
事

　
業
特
別
会
計
（
第
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　[

減
額]

　
　
　
　
　
七
、
五
九
三
万
八
千
円

　[

総
額]

　
　
七
一
億
二
、
六
三
四
万
九
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
介
護
保
険
事
業
特

　
別
会
計
（
第
四
号
）
　[

原
案
可
決]

　[

増
額]

　
　
　
　
　
五
、
五
〇
三
万
七
千
円

　[

総
額]

　
　
三
二
億
四
、
四
二
九
万
三
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
都
市
開
発
資
金
事

　
業
特
別
会
計（
第
一
号
）[

原
案
可
決]

　[

減
額]

　
　
　
　
　      

　   

一
一
三
万
円

　[

総
額]

　
　
　
三
億
一
、
二
〇
九
万
一
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
駐
車
場
事
業
特
別

　
会
計
（
第
一
号
）
　[

原
案
可
決]]

　[

総
額]

　
　
　
　
　
　   

一
、
七
五
九
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　    (

増
減
な
し)

　
　
一
般
会
計
繰
入
金
を
増
額
し
、

　
市
営
駐
車
場
使
用
料
を
減
額
す
る

　
も
の
。

▽
平
成
十
七
年
度
下
水
道
事
業
会
計

　
（
第
四
号
）
　
　
　[

原
案
可
決]]

　
収
益
的
収
入

　[

減
額]

　
　
　
　         

六
〇
八
万
一
千
円

　[

総
額]

　
　
二
三
億
四
、
七
五
二
万
九
千
円

　
収
益
的
支
出

　[

減
額]

　
　
　
　         

二
五
二
万
五
千
円

　[

総
額]

　
　
二
二
億
八
、
三
七
二
万
一
千
円

　
資
本
的
収
入

　[

減
額]

　
　
　
　         

一
、
一
七
〇
万
円

　[

総
額]

　
　
　      

六
億
五
、
一
二
三
万
円

　
資
本
的
支
出

　[

減
額]

　
　
　      

二
、
〇
七
八
万
四
千
円

　[

総
額]

　
　
一
三
億
三
、
八
九
六
万
七
千
円

　
　
当 

初 

予 

算
　
　
　 

７
件

▽
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
二
五
六
億
五
、
四
三
二
万
八
千
円

　
　
　 

（
対
前
年
度
比
八
・
七
％
減
）

　
※ 

内
訳
の
概
要
は
12
ペ
ー
ジ
参
照

▽
平
成
十
八
年
度
国
民
健
康
保
険
事

　
業
特
別
会
計
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
九
〇
億
六
、
三
九
五
万
円

　
　
　
（
対
前
年
度
比
九
・
〇
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
老
人
保
健
医
療
事

　
業
特
別
会
計
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
七
〇
億
四
、
三
〇
〇
万
八
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
四
・
一
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
介
護
保
険
事
業
特

　
別
会
計
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
三
五
億
二
、
三
三
三
万
四
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
九
・
五
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
駐
車
場
事
業
特
別

　
会
計
　
　
　
　 

　   [

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
　
　   

一
、
六
五
五
万
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
五
・
九
％
減
）

▽
平
成
十
八
年
度
土
地
取
得
事
業
特

　
別
会
計
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
　   

　
三
二
〇
万
七
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
年
度
同
額
）

▽
平
成
十
八
年
度
下
水
道
事
業
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

収
益
的
収
入
総
額]

　
　
二
三
億
八
、
七
一
五
万
三
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
一
・
一
％
増
）

　[

収
益
的
支
出
総
額]

　
　
　
　
二
二
億
四
、
七
〇
五
万
円

　
　
　
（
対
前
年
度
比
二
・
一
％
減
）

　[

資
本
的
収
入
総
額]

　
　
　
七
億
一
、
三
三
七
万
四
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
八
・
四
％
増
）

　[

資
本
的
支
出
総
額]

　
　
　
　
一
四
億
一
、
五
五
五
万
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
四
・
七
％
増
）

　
　
そ
の
他
の
案
件
　
　
４
件

▽
市
道
路
線
の
廃
止
　
　
　[

承
認]

　
　
市
道
第
一
〇
三
一
号
路
線
。

▽
市
道
路
線
の
認
定
　
　
　
　[

承
認]

　
　
市
道
第
一
二
七
三
号
路
線
及
び

　
第
一
二
七
四
号
路
線
。

▽
福
岡
都
市
圏
南
部
環
境
事
業
組
合

　
規
約
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　
　
可
燃
ご
み
処
理
に
関
す
る
事
務

　
を
本
市
、
福
岡
市
、
大
野
城
市
、

　
太
宰
府
市
及
び
那
珂
川
町
に
お
い

　
て
共
同
処
理
す
る
た
め
、
福
岡
都

　
市
圏
南
部
環
境
事
業
組
合
を
設
け

　
る
こ
と
と
し
、
当
該
組
合
の
規
約

　
に
関
す
る
関
係
市
町
と
の
協
議
に

　
つ
い
て
、
市
議
会
の
議
決
を
求
め

　
る
も
の
。

▽
福
岡
市
・
春
日
市
ご
み
焼
却
処
理

　
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
の
一

　
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　
　
本
市
が
福
岡
市
に
委
託
し
て
い

　
る
ご
み
焼
却
処
理
事
務
の
委
託
期

　
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

　
福
岡
市
と
協
議
す
る
た
め
、
市
議

　
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　
　
報
告
案
件
　
　
　
　
１
件

▽ 

専
決
処
分
（
損
害
賠
償
請
求
事

　
件
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
に
つ
い
て)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

承
認]

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
春
日
原

　
小
学
校
避
難
訓
練
事
故
）
の
判
決

　
に
対
し
て
、
控
訴
を
提
起
す
る
必

　
要
が
生
じ
た
が
、
市
議
会
を
招
集

　
す
る
暇
が
な
か
っ
た
た
め
、
地
方

　
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分

　
し
た
の
で
、
こ
れ
を
報
告
し
、
市

　
議
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
。

い
と
ま
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平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
三
十
五
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決

　
平
成
十
八
年
第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
は
三
月
一
日
に
招
集
さ
れ
、
三
月
二
十
三
日
ま
で
の
二
十
三
日
間
の
会
期
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
本
定
例
会
で
は
、
総
額
二
五
六
億
五
、
四
三
二
万
八
千
円
の
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
な
ど
三
十
五
議
案
が
提
出
さ

れ
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
員
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
可
決
し
た
ほ
か
、
陳
情
・
要
望
が
三
件
提
出
さ
れ
、
所
管
の
常
任
委
員
会
へ
送
付

し
ま
し
た
。

3月定例会
　
条
例
の
制
定
　
　
　
　
７
件

▽
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公

　
表
に
関
す
る
条
例
　
　[

原
案
可
決]

　
　
人
事
行
政
に
お
け
る
公
正
性
及

　
び
透
明
性
の
一
層
の
確
保
を
図
る

　
た
め
、
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に

　
基
づ
き
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の

　
状
況
の
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項

　
を
定
め
る
も
の
。

▽
災
害
派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す

　
る
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、

　
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
等
か
ら

　
本
市
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
に
対
し

　
て
支
給
す
る
災
害
派
遣
手
当
等
に

　
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

▽
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協

　
議
会
条
例
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
介
護
保
険
事
業
に
お
け
る
地
域

　
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
運

　
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

　
て
審
議
し
、
当
該
セ
ン
タ
ー
の
公

　
正
性
及
び
中
立
性
を
確
保
し
、
そ

　
の
円
滑
か
つ
適
正
な
運
営
を
図
る

　
た
め
、
春
日
市
地
域
包
括
支
援
セ

　
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る

　
も
の
。

▽
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員 

  

　
会
条
例
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
介
護
保
険
事
業
に
お
け
る
地
域

　
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
に
関
し

　
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、

　
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
適
正
な
運
営
の

　
確
保
に
資
す
る
た
め
、
春
日
市
地

　
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会

　
を
設
置
す
る
も
の
。

▽
道
路
附
属
物
自
動
車
駐
車
場
の
駐 

　
車
料
金
の
徴
収
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
道
路
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

　
市
が
道
路
の
附
属
物
と
し
て
設
置

　
す
る
自
動
車
駐
車
場
の
駐
車
料
金

　
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

　
め
、
Ｊ
Ｒ
春
日
駅
前
駐
車
場
に
つ

　
い
て
、
そ
の
利
用
の
効
率
化
を
図

　
る
た
め
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る

　
も
の
。

▽
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対

　
処
事
態
対
策
本
部
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

　
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

　
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
春

　
日
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
春

　
日
市
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
に

　
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
。

▽
国
民
保
護
協
議
会
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

　
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

　
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
春
日

　
市
国
民
保
護
協
議
会
の
組
織
及
び

　
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

　
る
も
の
。

　
条
例
の
改
正
　
　
　
　
９
件

▽
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
国
家
公
務
員
の
給
与
構
造
の
改

　
革
に
か
ん
が
み
、
本
市
の
一
般
職

　
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
こ
れ

　
に
準
じ
て
改
定
を
行
う
も
の
。

▽
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の

　
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
教
育

　
長
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
に
関
す

　
る
条
例
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に

　
併
せ
て
、
常
勤
の
特
別
職
の
職
員

　
及
び
教
育
長
の
給
与
を
改
定
す
る

　
も
の
。

▽
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

　
例
等
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
に

　
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
、
所

　
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に

　
伴
い
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

　
の
支
給
要
件
の
特
例
を
設
け
る
と

　
と
も
に
、
関
係
法
律
の
一
部
改
正

　
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図

　
る
も
の
。

▽
空
き
缶
等
の
散
乱
防
止
及
び
そ
の

　
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
空
き
缶
等
の
散
乱
防
止
及
び
そ

　
の
再
資
源
化
に
共
同
で
取
り
組
ん

　
で
い
る
福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
推

　
進
協
議
会
を
構
成
す
る
団
体
が
変

　
更
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要

　
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
都
市
公
園
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
整
理
池
緑
地
の
区
域
を
白
水
小

　
学
校
の
敷
地
内
の
緑
地
と
一
体
的

　
に
管
理
す
る
た
め
、
整
理
池
緑
地

　
を
春
日
市
都
市
公
園
条
例
か
ら
削

　
除
し
、
ま
た
春
日
市
平
田
台
土
地

　
区
画
整
理
事
業
に
伴
い
市
に
帰
属

　
し
た
施
設
を
、
平
田
台
緑
地
と
し

　
て
管
理
す
る
も
の
。

▽
市
営
住
宅
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
が

　
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要

　
の
規
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

▽
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の

　
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
春
日
市
国
民
保
護
協
議
会
等
の

　
設
置
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
附
属
機

　
関
に
属
す
る
委
員
の
報
酬
額
を
定

　
め
る
と
と
も
に
、
春
日
市
在
宅
介

　
護
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
の

　
廃
止
に
伴
い
、
同
協
議
会
委
員
の

　
報
酬
額
を
削
除
す
る
も
の
。

▽
介
護
保
険
条
例
　
　
　[

原
案
可
決]

　
　
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十

　
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
介
護
保

　
険
給
付
に
対
応
す
る
た
め
、
第
一

　
号
被
保
険
者
の
保
険
料
の
額
を
改

　
定
す
る
と
と
も
に
、
介
護
保
険
法

　
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
規

　
定
の
整
備
を
図
る
も
の
。

　
　
補 

正 

予 

算
　
　
　 

７
件

▽
平
成
十
七
年
度
一
般
会
計(

第

　
五
号)
　
　
　
　
　  [

原
案
可
決]

　[

減
額] 
　

　
　
　
一
億
四
、
七
八
一
万
八
千
円

　[

総
額]

　
二
八
七
億
四
、
三
一
七
万
二
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
国
民
健
康
保
険
事

　
業
特
別
会
計
（
第
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

増
額]

　
　
　
　
　
四
、
二
一
八
万
四
千
円

　[

総
額]

　
　
八
五
億
〇
、
九
二
八
万
六
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
老
人
保
健
医
療
事

　
業
特
別
会
計
（
第
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　[

減
額]

　
　
　
　
　
七
、
五
九
三
万
八
千
円

　[

総
額]

　
　
七
一
億
二
、
六
三
四
万
九
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
介
護
保
険
事
業
特

　
別
会
計
（
第
四
号
）
　[

原
案
可
決]

　[

増
額]

　
　
　
　
　
五
、
五
〇
三
万
七
千
円

　[

総
額]

　
　
三
二
億
四
、
四
二
九
万
三
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
都
市
開
発
資
金
事

　
業
特
別
会
計（
第
一
号
）[

原
案
可
決]

　[

減
額]

　
　
　
　
　      

　   

一
一
三
万
円

　[

総
額]

　
　
　
三
億
一
、
二
〇
九
万
一
千
円

▽
平
成
十
七
年
度
駐
車
場
事
業
特
別

　
会
計
（
第
一
号
）
　[

原
案
可
決]]

　[

総
額]

　
　
　
　
　
　   

一
、
七
五
九
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　    (

増
減
な
し)

　
　
一
般
会
計
繰
入
金
を
増
額
し
、

　
市
営
駐
車
場
使
用
料
を
減
額
す
る

　
も
の
。

▽
平
成
十
七
年
度
下
水
道
事
業
会
計

　
（
第
四
号
）
　
　
　[

原
案
可
決]]

　
収
益
的
収
入

　[

減
額]

　
　
　
　         
六
〇
八
万
一
千
円

　[

総
額]

　
　
二
三
億
四
、
七
五
二
万
九
千
円

　
収
益
的
支
出

　[

減
額]

　
　
　
　         

二
五
二
万
五
千
円

　[

総
額]

　
　
二
二
億
八
、
三
七
二
万
一
千
円

　
資
本
的
収
入

　[

減
額]

　
　
　
　         

一
、
一
七
〇
万
円

　[

総
額]

　
　
　      

六
億
五
、
一
二
三
万
円

　
資
本
的
支
出

　[

減
額]

　
　
　      

二
、
〇
七
八
万
四
千
円

　[

総
額]

　
　
一
三
億
三
、
八
九
六
万
七
千
円

　
　
当 

初 

予 

算
　
　
　 

７
件

▽
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
二
五
六
億
五
、
四
三
二
万
八
千
円

　
　
　 

（
対
前
年
度
比
八
・
七
％
減
）

　
※ 

内
訳
の
概
要
は
12
ペ
ー
ジ
参
照

▽
平
成
十
八
年
度
国
民
健
康
保
険
事

　
業
特
別
会
計
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
九
〇
億
六
、
三
九
五
万
円

　
　
　
（
対
前
年
度
比
九
・
〇
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
老
人
保
健
医
療
事

　
業
特
別
会
計
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
七
〇
億
四
、
三
〇
〇
万
八
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
四
・
一
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
介
護
保
険
事
業
特

　
別
会
計
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[
総
額]

　
　
三
五
億
二
、
三
三
三
万
四
千
円

　
　
　  
（
対
前
年
度
比
九
・
五
％
増
）

▽
平
成
十
八
年
度
駐
車
場
事
業
特
別

　
会
計
　
　
　
　 
　   [

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
　
　   

一
、
六
五
五
万
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
五
・
九
％
減
）

▽
平
成
十
八
年
度
土
地
取
得
事
業
特

　
別
会
計
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　[

総
額]

　
　
　
　
　   

　
三
二
〇
万
七
千
円

　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
年
度
同
額
）

▽
平
成
十
八
年
度
下
水
道
事
業
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　[

収
益
的
収
入
総
額]

　
　
二
三
億
八
、
七
一
五
万
三
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
一
・
一
％
増
）

　[

収
益
的
支
出
総
額]

　
　
　
　
二
二
億
四
、
七
〇
五
万
円

　
　
　
（
対
前
年
度
比
二
・
一
％
減
）

　[

資
本
的
収
入
総
額]

　
　
　
七
億
一
、
三
三
七
万
四
千
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
八
・
四
％
増
）

　[

資
本
的
支
出
総
額]

　
　
　
　
一
四
億
一
、
五
五
五
万
円

　
　
　  

（
対
前
年
度
比
四
・
七
％
増
）

　
　
そ
の
他
の
案
件
　
　
４
件

▽
市
道
路
線
の
廃
止
　
　
　[

承
認]

　
　
市
道
第
一
〇
三
一
号
路
線
。

▽
市
道
路
線
の
認
定
　
　
　
　[

承
認]

　
　
市
道
第
一
二
七
三
号
路
線
及
び

　
第
一
二
七
四
号
路
線
。

▽
福
岡
都
市
圏
南
部
環
境
事
業
組
合

　
規
約
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　
　
可
燃
ご
み
処
理
に
関
す
る
事
務

　
を
本
市
、
福
岡
市
、
大
野
城
市
、

　
太
宰
府
市
及
び
那
珂
川
町
に
お
い

　
て
共
同
処
理
す
る
た
め
、
福
岡
都

　
市
圏
南
部
環
境
事
業
組
合
を
設
け

　
る
こ
と
と
し
、
当
該
組
合
の
規
約

　
に
関
す
る
関
係
市
町
と
の
協
議
に

　
つ
い
て
、
市
議
会
の
議
決
を
求
め

　
る
も
の
。

▽
福
岡
市
・
春
日
市
ご
み
焼
却
処
理

　
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
の
一

　
部
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　
　
本
市
が
福
岡
市
に
委
託
し
て
い

　
る
ご
み
焼
却
処
理
事
務
の
委
託
期

　
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

　
福
岡
市
と
協
議
す
る
た
め
、
市
議

　
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　
　
報
告
案
件
　
　
　
　
１
件

▽ 

専
決
処
分
（
損
害
賠
償
請
求
事

　
件
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
に
つ
い
て)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

承
認]

　
　
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
春
日
原

　
小
学
校
避
難
訓
練
事
故
）
の
判
決

　
に
対
し
て
、
控
訴
を
提
起
す
る
必

　
要
が
生
じ
た
が
、
市
議
会
を
招
集

　
す
る
暇
が
な
か
っ
た
た
め
、
地
方

　
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分

　
し
た
の
で
、
こ
れ
を
報
告
し
、
市

　
議
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
。

い
と
ま
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3月定例会視点・論点
3月定例会において、各常任委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。

総
務
委
員
会

　
付
託
議
案
八
件
の
う
ち
、
主
な
審

査
結
果
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

　
第
十
三
号
議
案
平
成
十
七
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
は
、

本
年
度
予
算
計
上
さ
れ
た
が
、
最
終

的
に
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
な
ど

が
審
査
さ
れ
、
全
員
が
賛
成
し
た
。

　
今
回
の
付
託
議
案
の
中
に
は
、
国

の
国
民
保
護
法
制
定
に
基
づ
く
条
例

制
定
等
が
二
議
案
あ
り
、
平
時
か
ら

戦
争
に
備
え
る
体
制
づ
く
り
に
は
賛

成
で
き
な
い
と
の
反
対
討
論
が
出
さ

れ
た
が
、
二
議
案
と
も
賛
成
四
、
反

対
一
に
よ
り
可
決
し
た
。

　
第
三
十
一
号
議
案
か
ら
第
三
十
三

号
議
案
ま
で
は
、
市
職
員
の
給
与
を

国
家
公
務
員
の
給
与
構
造
改
革
に
鑑

み
、
全
体
と
し
て
平
均
四
・
八
％
引

き
下
げ
、
年
功
的
な
給
与
上
昇
要
因

を
抑
制
し
、
勤
務
実
績
を
反
映
す
る

給
与
構
造
に
転
換
す
る
も
の
等
の
改

正
で
あ
る
。
討
論
に
お
い
て
今
回
の

改
正
は
、
職
員
給
与
の
大
幅
な
引
き

下
げ
で
あ
り
、
ま
た
昇
給
、
昇
任
に

能
力
給
を
導
入
す
る
こ
と
は
公
務
員

に
は
馴
染
ま
な
い
と
の
反
対
意
見
が

出
さ
れ
た
が
、
採
決
の
結
果
賛
成
四
、

反
対
一
で
三
議
案
と
も
可
決
し
た
。

　

文
教
委
員
会

　
付
託
議
案
三
件
と
報
告
一
件
を
慎

重
に
審
査
し
、
全
議
案
を
可
決
し
た
。

第
二
九
号
議
案
「
福
岡
都
市
圏
南
部

環
境
事
業
組
合
規
約
に
関
す
る
協
議

に
つ
い
て
」
は
、
可
燃
ご
み
処
理
に

関
す
る
事
務
を
本
市
、
福
岡
市
、
大

野
城
市
、
太
宰
府
市
及
び
那
珂
川
町

に
お
い
て
共
同
処
理
す
る
た
め
、
福

岡
都
市
圏
南
部
環
境
事
業
組
合
を
設

け
る
内
容
で
あ
る
。
可
燃
ご
み
の
中

間
処
理
及
び
最
終
処
分
場
の
建
設
ま

で
の
日
程
、
基
本
協
定
書
、
廃
棄
物

の
焼
却
に
つ
い
て
な
ど
も
審
査
し
た
。

可
燃
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
予
定
地

を
決
定
す
る
前
後
の
時
期
に
お
い
て

周
辺
住
民
へ
の
説
明
を
十
分
に
す
る

こ
と
、
ま
た
処
理
施
設
建
設
に
要
す

る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
基
金
と
し

て
の
積
み
立
て
な
ど
計
画
的
な
取
り

組
み
を
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。

　
報
告
第
一
号
は
平
成
十
八
年
二
月

十
五
日
に
な
さ
れ
た
損
害
賠
償
請
求

事
件
（
春
日
原
小
学
校
避
難
訓
練
事

故
）
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
専
決

処
分
す
る
内
容
で
あ
る
。
経
過
と
控

訴
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、

全
員
が
承
認
し
た
。

　

厚
生
委
員
会

　
今
定
例
会
で
当
委
員
会
に
付
託
を

受
け
た
補
正
予
算
案
件
三
件
、
予
算

案
件
三
件
、
条
例
案
件
四
件
に
つ
い

て
審
査
し
、
す
べ
て
全
員
賛
成
で
可

決
し
た
。
障
害
者
自
立
支
援
法
が
施

行
さ
れ
る
に
当
た
り
、
重
度
身
障
者

医
療
費
に
関
し
て
一
部
改
正
が
図
ら

れ
た
。
又
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
障

害
者
が
自
立
す
る
た
め
に
は
あ
る
一

定
の
収
入
が
必
要
な
の
で
就
労
支
援

も
何
ら
か
の
対
策
を
考
慮
す
べ
き
だ

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
介
護
保

険
事
業
の
重
要
な
役
割
り
を
行
う
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

の
設
置
、
運
営
に
つ
い
て
は
当
該
セ

ン
タ
ー
の
公
正
性
お
よ
び
中
立
性
を

確
保
し
適
正
な
運
営
が
図
ら
れ
る
こ

と
を
審
議
し
た
。
春
日
市
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
事
業
に
お

け
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運
営

に
必
要
な
事
項
を
審
議
し
、
当
該
サ

ー
ビ
ス
の
適
正
な
運
営
が
図
ら
れ
る

よ
う
要
望
し
た
。
新
し
く
改
正
さ
れ

た
介
護
保
険
事
業
で
は
、
税
制
改
正

に
よ
る
納
税
者
の
負
担
増
の
緩
和
措

置
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
、
そ
れ
に

見
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
る
よ

う
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

建
設
委
員
会

　
ま
ず
、
付
託
を
受
け
た
平
成
十
七

年
度
の
特
別
会
計
補
正
予
算
案
件
、

三
件
に
つ
い
て
は
全
員
賛
成
で
可
決

さ
れ
た
。
特
に
「
都
市
開
発
資
金
事

業
」
と
「
駐
車
場
事
業
」
の
繰
越
金

に
つ
い
て
、
明
確
に
な
っ
た
時
点
で

計
上
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

次
に
付
託
さ
れ
た
議
案
九
件
に
つ
い

て
審
査
を
行
い
、
管
理
す
る
た
め
の

改
正
に
伴
う
、
都
市
公
園
条
例
関
係
、

Ｊ
Ｒ
春
日
駅
前
駐
車
場
の
駐
車
料
金

の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の
制
定
、
市

道
路
線
の
廃
止
及
び
認
定
に
つ
い
て

は
全
員
賛
成
で
可
決
、
承
認
さ
れ
た
。

ま
た
平
成
十
八
年
度
の
特
別
会
計
予

算
案
件
、
「
駐
車
場
事
業
」
、
「
土

地
取
得
事
業
」
、
「
下
水
道
事
業
」

の
三
件
に
つ
い
て
も
全
員
賛
成
で
可

決
さ
れ
た
が
、
特
に
「
駐
車
場
事
業
」

に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
の
借
入
金
を

一
括
返
済
し
、
事
業
変
更
の
裁
量
権

を
確
保
す
べ
き
と
の
賛
成
討
論
が
な

さ
れ
た
。
国
民
保
護
の
措
置
に
関
す

る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
た
「
国
民
保
護
対
策
関
連
条
例
の

二
議
案
」
に
つ
い
て
は
賛
成
三
、
反

対
一
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

　
議
員
提
出
議
案
　 

　 

１
件

▽
予
算
審
査
特
別
委
員
会
の
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　 

　[

原
案
可
決]

　
　
予
算
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、

　
広
い
視
野
に
よ
る
総
合
的
な
審
査

　
が
必
要
で
あ
り
、
予
算
を
よ
り
深

　
く
具
体
的
に
審
査
し
、
将
来
の
財

　
政
運
営
の
健
全
な
発
展
に
反
映
さ

　
せ
る
た
め
、
議
員
全
員
に
よ
る
予

　
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る

　
も
の
。
委
員
会
で
は
、
委
員
長
に

　
古
川
詳
翁
議
員
、
副
委
員
長
に
前

　
田
俊
雄
議
員
を
選
出
し
た
。

　
意
　
見
　
書
　
　
　  

１
件

　
　
市
議
会
は
、
次
の
議
員
提
出
の

　
意
見
書
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
可
決
し
た
意
見
書
は
、
政
府
関

　
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

▽｢

事
業
仕
分
け｣

に
よ
る
行
財
政
の

　
効
率
化
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　 [

原
案
可
決]

　
（
要
旨
）

　
　
国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
を
さ

　
せ
な
い
た
め
に
は
、
国
の
全
事
業

　
を
洗
い
直
す｢

事
業
仕
分
け｣

を
実

　
施
し
て
大
幅
な
歳
出
見
直
し
・
削

　
減
を
行
い
、
行
財
政
の
効
率
化
を

　
図
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
。

  

陳
情
・
要
望
等
　
　 

３
件

▽｢

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
安
易
な
民
間

　
解
放
は
行
わ
ず
、
充
実
を
求
め
る

　
意
見
書｣

提
出
に
関
す
る
陳
情

　
　
　
　
　 

﹇
総
務
委
員
会
に
送
付
﹈

　
　
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
安
易
な
民
間

　
解
放
や
市
場
化
テ
ス
ト
は
導
入
せ

　
ず
、
ま
た
画
一
的
な
公
務
員
の
純

　
減
は
行
わ
ず
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

　
充
実
を
図
る
よ
う
意
見
書
を
政
府

　
に
送
付
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
。

▽
国
の
責
任
を
患
者
・
地
方
自
治
体

　
に
転
嫁
す
る｢

医
療
制
度
改
革｣

反

　
対
す
る
意
見
書
の
採
択
を
求
め
る

　
陳
情
　
　 

﹇
厚
生
委
員
会
に
送
付
﹈

　
　
二
〇
〇
六
年
通
常
国
会
で
審
議

　
さ
れ
る｢

医
療
制
度
構
造
改
革
案｣

　
に
反
対
す
る
意
見
書
を
政
府
に
送

　
付
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
。

▽
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
内
、
い
き
い
き

　
ル
ー
ム
利
用
時
間
等
に
関
す
る

　
陳
情
　
　 

﹇
厚
生
委
員
会
に
送
付
﹈

　
　
い
き
い
き
ル
ー
ム
の
夜
間
利
用

　
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
勤
労
者
及
び

　
一
部
の
主
婦
が
利
用
不
可
能
と
な

　
る
た
め
、
夜
間
継
続
利
用
者
と
し

　
て
時
間
の
延
長
等
を
求
め
る
も
の
。

議決結果（賛否が分かれた案件）
※その他の案件については全員賛成で可決されました。
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